
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
四
十
九
年
自
治
省
告
示
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新

旧

（
地
下
埋
設
タ
ン
ク
等
及
び
外
殻
の
漏
れ
の
点
検
の
方
法
）

（
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
及
び
外
殻
の
漏
れ
の
点
検
の
方
法
）

第
七
十
一
条

規
則
第
六
十
二
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
七
十
一
条

規
則
第
六
十
二
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

タ
ン
ク
本
体
の
漏
れ
の
点
検
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法

る
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
漏
れ
の
点
検
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

又
は
こ
れ
と
同
等
の
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
危
険
物
に
接
す

る
す
べ
て
の
部
分
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ガ
ス
加
圧
法

地
下
埋
設
タ
ン
ク
等
（
規
則
第
六
十
二
条
の

一

ガ
ス
加
圧
法

五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
地
下
埋
設
タ
ン
ク
等
を
い
う
。
以

イ

点
検
範
囲

点
検
に
よ
り
加
圧
さ
れ
て
い
る
部
分

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
窒
素
ガ
ス
を
封
入
し
、
二
十

ロ

実
施
方
法

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
に
窒
素
ガ
ス
を
封
入
し

キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
と
な
る
よ
う
に
加
圧
し
、
加
圧
終
了
後

、
二
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
（
地
下
水
が
存
す
る
場
合
に
あ
つ

十
分
間
静
置
し
た
後
、
五
十
分
間
の
圧
力
の
降
下
が
二
キ
ロ
パ

て
は
、
地
下
水
圧
を
加
え
た
値
）
の
圧
力
と
な
る
よ
う
に

ス
カ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

加
圧
し
、
加
圧
終
了
後
十
五
分
間
静
置
し
た
後
、
十
五
分

間
（
容
量
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク

に
あ
つ
て
は
、
当
該
容
量
を
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
で
除
し
た

値
を
十
五
分
間
に
乗
じ
た
時
間
）
の
圧
力
の
降
下
が
二
パ

ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二

液
体
加
圧
法

地
下
埋
設
タ
ン
ク
等
に
液
体
を
封
入
し
、
二

二

液
体
加
圧
法

十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
と
な
る
よ
う
に
加
圧
し
、
加
圧
終
了

イ

点
検
範
囲

点
検
に
よ
り
加
圧
さ
れ
て
い
る
部
分

後
十
五
分
間
静
置
し
た
後
、
十
五
分
間
の
圧
力
の
降
下
が
○
・

ロ

実
施
方
法

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
に
液
体
を
封
入
し
、
二

○
六
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
と
な
る
よ
う
に
加
圧
し
、
加
圧

終
了
後
十
五
分
間
静
置
し
た
後
、
十
五
分
間
（
容
量
十
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
、

当
該
容
量
を
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
で
除
し
た
値
を
十
五
分
間

に
乗
じ
た
時
間
）
の
圧
力
の
降
下
が
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

で
あ
る
こ
と
。

三

微
加
圧
法

地
下
埋
設
タ
ン
ク
等
に
窒
素
ガ
ス
を
封
入
し
、

三

微
加
圧
法



二
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
と
な
る
よ
う
に
加
圧
し
、
加
圧
終
了

イ

点
検
範
囲

点
検
に
よ
り
加
圧
さ
れ
て
い
る
部
分
（
点

後
十
五
分
間
静
置
し
た
後
、
十
五
分
間
の
圧
力
の
降
下
が
○
・

検
時
に
お
い
て
液
相
部
と
な
つ
て
い
る
部
分
及
び
地
下
水

○
六
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

位
よ
り
下
部
と
な
つ
て
い
る
部
分
を
除
く
。
）

ロ

実
施
方
法

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
気
相
部
に
窒
素
ガ
ス

を
封
入
し
、
二
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
と
な
る
よ
う
に
加

圧
し
、
加
圧
終
了
後
十
五
分
間
静
置
し
た
後
、
十
五
分
間

（
容
量
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
に

あ
つ
て
は
、
当
該
容
量
を
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
で
除
し
た
値

を
十
五
分
間
に
乗
じ
た
時
間
）
の
圧
力
の
降
下
が
二
パ
ー

セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四

微
減
圧
法

地
下
埋
設
タ
ン
ク
等
を
二
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上

四

微
減
圧
法

十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
範
囲
で
減
圧
し
、
減
圧
終
了
後
地
下

イ

点
検
範
囲

点
検
に
よ
り
減
圧
さ
れ
て
い
る
部
分
（
点

タ
ン
ク
の
容
量
に
応
じ
て
定
め
る
時
間
（
容
量
二
十
キ
ロ
リ
ッ

検
時
に
お
い
て
液
相
部
と
な
つ
て
い
る
部
分
及
び
地
下
水

ト
ル
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
三
十
分
間
以
上
、
容
量
二
十
キ

位
よ
り
下
部
と
な
つ
て
い
る
部
分
を
除
く
。
）

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は

ロ

実
施
方
法

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
気
相
部
を
二
キ
ロ
パ

六
十
分
間
以
上
）
の
測
定
に
お
い
て
、
圧
力
上
昇
値
が
、
減
圧

ス
カ
ル
以
上
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
範
囲
で
減
圧
し
、

値
及
び
危
険
物
の
蒸
気
圧
に
応
じ
て
次
の
表
に
定
め
る
範
囲
内

減
圧
終
了
後
十
五
分
間
静
置
し
た
後
、
十
五
分
間
（
容
量

で
あ
る
こ
と
。

十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
に
あ
つ
て

は
、
当
該
容
量
を
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
で
除
し
た
値
を
十
五

分
間
に
乗
じ
た
時
間
）
の
圧
力
の
上
昇
が
二
パ
ー
セ
ン
ト

圧
力
上
昇
値

(

単
位)

（
常
温
で
蒸
気
圧
の
高
い
危
険
物
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

?

当
該
蒸
気
圧
に
応
じ
て
補
正
を
加
え
た
値
）
以
下
で
あ
る

?
?

?

こ
と
。

減
圧
値

二

減
圧
値

四

減
圧
値

十

Ｇ

○
・
九
五
未
満

Ｇ

一
・
一
○
未
満

Ｇ

二
・
九
○
未
満

：
：

：

十
三
以
上

Ｇ

・
九
五
以
上

Ｇ

一
・
一
○
以
上

Ｇ

二
・
九
○
以
上

：
○

：
：

五
十
三
未
満

一
・
○
○
以
下

一
・
二
○
以
下

三
・
一
○
以
下

か
つ

か
つ

か
つ



Ｔ

○
・
○
四
以
下

Ｔ

○
・
○
八
以
下

Ｔ

・
二
○
以
下

：
：

：
○

危
険
物
の
蒸

Ｇ

○
・
四
五
未
満

Ｇ

○
・
五
五
未
満

Ｇ

一
・
四
○
未
満

：
：

：

気
圧

○
・
四
以
上

Ｇ

○
・
四
五
以
上

Ｇ

・
五
五
以
上

Ｇ

一
・
四
○
以
上

：
：

○
：

(

単
位)

十
三
未
満

○
・
五
○
以
下

○
・
六
○
以
下

一
・
六
○
以
下

?

か
つ

か
つ

か
つ

Ｔ

○
・
○
四
以
下

Ｔ

・
○
八
以
下

Ｔ

・
二
○
以
下

：
：

○
：

○

○
・
四
未
満

Ｐ

・
○
四
以
下

Ｐ

○
・
○
八
以
下

Ｐ

・
二
○
以
下

：
○

：
：

○

備

考
一

Ｇ
は
、
測
定
時
間
が
三
十
分
以
上
の
場
合
は
減
圧
終
了

時
と
三
十
分
後
の
圧
力
上
昇
値
、
測
定
時
間
が
六
十
分
以

上
の
場
合
は
減
圧
終
了
時
と
六
十
分
後
の
圧
力
上
昇
値

二

Ｔ
は
、
測
定
時
間
が
三
十
分
以
上
の
場
合
は
減
圧
終
了

後
三
十
分
後
と
四
十
分
後
の
圧
力
上
昇
値
、
測
定
時
間
が

六
十
分
以
上
の
場
合
は
減
圧
終
了
後
六
十
分
後
と
七
十
分

後
の
圧
力
上
昇
値

三

Ｐ
は
、
測
定
時
間
が
三
十
分
以
上
の
場
合
は
減
圧
終
了

後
十
分
後
と
三
十
分
後
の
圧
力
上
昇
値
、
測
定
時
間
が
六

十
分
以
上
の
場
合
は
減
圧
終
了
後
三
十
分
後
と
六
十
分
後

の
圧
力
上
昇
値

五

そ
の
他
の
方
法

イ

点
検
範
囲

当
該
方
法
に
よ
り
必
要
な
精
度
を
確
保
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
部
分

ロ

実
施
方
法

直
径
〇
・
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
開
口

部
又
は
当
該
開
口
部
か
ら
の
危
険
物
の
漏
れ
を
検
知
す
る

こ
と
が
で
き
る
精
度
で
点
検
を
行
い
、
異
常
が
な
い
こ
と

。



２

規
則
第
六
十
二
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
備
の
漏

２

規
則
第
六
十
二
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
二
重
殻

れ
の
点
検
は
、
地
下
埋
設
タ
ン
ク
等
と
外
殻
と
の
間
げ
き
に
窒
素

タ
ン
ク
の
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
外
殻
の
漏
れ
の
点
検
は
、

ガ
ス
を
封
入
し
、
二
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
と
な
る
よ
う
に
加

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
外
殻
の
危
険
物

圧
し
、
加
圧
終
了
後
十
分
間
静
置
し
た
後
、
五
十
分
間
の
圧
力
の

に
接
す
る
す
べ
て
の
部
分
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

降
下
が
二
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
方
法
又

。

は
こ
れ
と
同
等
の
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ガ
ス
加
圧
法

イ

点
検
範
囲

点
検
に
よ
り
加
圧
さ
れ
て
い
る
部
分

ロ

実
施
方
法

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
と
外
殻
と
の
間
げ
き
に

窒
素
ガ
ス
を
封
入
し
、
二
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
と
な

る
よ
う
に
加
圧
し
、
加
圧
終
了
後
十
五
分
間
静
置
し
た
後

、
十
五
分
間
の
圧
力
の
降
下
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ

る
こ
と
。

二

そ
の
他
の
方
法

直
径
〇
・
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
開

口
部
又
は
当
該
開
口
部
か
ら
の
危
険
物
の
漏
れ
を
検
知
す
る

こ
と
が
で
き
る
精
度
で
点
検
を
行
い
、
異
常
が
確
認
さ
れ
な

い
こ
と
。

３

規
則
第
六
十
二
条
の
五
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
の
危
険
物
の

微
少
な
漏
れ
を
検
知
し
そ
の
漏
え
い
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
の

告
示
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

直
径
〇
・
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
開
口
部
か
ら
の
危
険

物
の
漏
れ
を
検
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
に
よ
り
常
時
監

視
し
て
い
る
こ
と
。

二

タ
ン
ク
室
そ
の
他
漏
れ
た
危
険
物
の
流
出
を
防
止
す
る
た

め
の
区
画
が
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

４

規
則
第
六
十
二
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
の
危
険
物
の
漏

れ
を
覚
知
し
そ
の
漏
え
い
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
の
告
示
で
定

め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

危
険
物
の
漏
れ
を
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ



り
確
認
す
る
こ
と
。

イ

次
号
に
掲
げ
る
区
画
内
に
設
け
ら
れ
た
漏
え
い
検
査
管

（
令
第
十
三
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
危
険
物
の

漏
れ
を
検
査
す
る
た
め
の
管
を
い
う
。
次
条
第
三
項
第
一

号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
、
一
週
間
に
一
回
以
上

危
険
物
の
漏
れ
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

危
険
物
の
貯
蔵
又
は
取
扱
い
数
量
の
百
分
の
一
以
上
の

精
度
で
在
庫
管
理
を
行
い
、
一
週
間
に
一
回
以
上
危
険
物

の
漏
れ
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
。

二

タ
ン
ク
室
そ
の
他
漏
れ
た
危
険
物
の
流
出
を
防
止
す
る
た

め
の
区
画
が
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

（
地
下
埋
設
配
管
の
漏
れ
の
点
検
の
方
法
）

（
地
下
埋
設
配
管
の
漏
れ
の
点
検
の
方
法
）

第
七
十
一
条
の
二

規
則
第
六
十
二
条
の
五
の
三
の
規
定
に
よ
る
地

第
七
十
一
条
の
二

規
則
第
六
十
二
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定

下
埋
設
配
管
の
漏
れ
の
点
検
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法

に
よ
る
地
下
埋
設
配
管
の
漏
れ
の
点
検
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

又
は
こ
れ
と
同
等
の
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
地
下
埋
設
配
管
の
危
険
物
に
接
す

る
す
べ
て
の
部
分
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ガ
ス
加
圧
法

地
下
埋
設
配
管
に
窒
素
ガ
ス
を
封
入
し
、
二

一

ガ
ス
加
圧
法

十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
（
移
送
取
扱
所
の
地
下
埋
設
配
管
に
あ
つ
て

イ

点
検
範
囲

点
検
に
よ
り
加
圧
さ
れ
て
い
る
部
分

は
最
大
常
用
圧
力
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
圧
力
と
な
る

ロ

実
施
方
法

地
下
埋
設
配
管
に
窒
素
ガ
ス
を
封
入
し
、

よ
う
に
加
圧
し
、
加
圧
終
了
後
十
分
間
静
置
し
た
後
、
五
十
分

二
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
（
地
下
水
が
存
す
る
場
合
に
あ
つ
て

間
（
危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
の
延
長
が
一
キ
ロ
メ
ー

は
、
地
下
水
圧
を
加
え
た
値
）
の
圧
力
と
な
る
よ
う
に
加

ト
ル
を
超
え
る
移
送
取
扱
所
の
地
下
埋
設
配
管
に
あ
つ
て
は
、

圧
し
、
加
圧
終
了
後
十
五
分
間
静
置
し
た
後
、
十
五
分
間

五
十
分
間
に
配
管
の
延
長
が
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
増
す
ご
と
に

（
容
量
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
地
下
埋
設
配
管
に
あ

一
時
間
を
加
え
た
時
間
）
の
圧
力
の
降
下
が
二
キ
ロ
パ
ス
カ
ル

つ
て
は
、
当
該
容
量
を
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
で
除
し
た
値
を

以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
五
分
間
に
乗
じ
た
時
間
）
の
圧
力
の
降
下
が
二
パ
ー
セ

ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二

液
体
加
圧
法

地
下
埋
設
配
管
に
液
体
を
封
入
し
、
二
十
キ

二

液
体
加
圧
法



ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
と
な
る
よ
う
に
加
圧
し
、
加
圧
終
了
後
十

イ

点
検
範
囲

点
検
に
よ
り
加
圧
さ
れ
て
い
る
部
分

分
間
静
置
し
た
後
、
二
十
分
間
（
危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の

ロ

実
施
方
法

地
下
埋
設
配
管
に
液
体
を
封
入
し
、
二
十

配
管
の
延
長
が
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
移
送
取
扱
所
の
地

キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
と
な
る
よ
う
に
加
圧
し
、
加
圧
終

下
埋
設
配
管
に
あ
つ
て
は
、
二
十
分
間
に
配
管
の
延
長
が
一
キ

了
後
十
五
分
間
静
置
し
た
後
、
十
五
分
間
（
容
量
十
キ
ロ

ロ
メ
ー
ト
ル
を
増
す
ご
と
に
三
十
分
間
を
加
え
た
時
間
）
の
圧

リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
地
下
埋
設
配
管
に
あ
つ
て
は
、
当
該

力
の
降
下
が
二
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

容
量
を
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
で
除
し
た
値
を
十
五
分
間
に
乗

じ
た
時
間
）
の
圧
力
の
降
下
が
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ

る
こ
と
。

三

微
加
圧
法

地
下
埋
設
配
管
に
窒
素
ガ
ス
を
封
入
し
、
二
キ

三

微
加
圧
法

ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
と
な
る
よ
う
に
加
圧
し
、
加
圧
終
了
後
十

イ

点
検
範
囲

点
検
に
よ
り
加
圧
さ
れ
て
い
る
部
分
（
点

五
分
間
静
置
し
た
後
、
十
五
分
間
の
圧
力
の
降
下
が
○
・
一
五

検
時
に
お
い
て
液
相
部
と
な
つ
て
い
る
部
分
及
び
地
下
水

キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

位
よ
り
下
部
と
な
つ
て
い
る
部
分
を
除
く
。
）

ロ

実
施
方
法

地
下
埋
設
配
管
の
気
相
部
に
窒
素
ガ
ス
を

封
入
し
、
二
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
と
な
る
よ
う
に
加
圧

し
、
加
圧
終
了
後
十
五
分
間
静
置
し
た
後
、
十
五
分
間
（

容
量
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
地
下
埋
設
配
管
に
あ
つ

て
は
、
当
該
容
量
を
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
で
除
し
た
値
を
十

五
分
間
に
乗
じ
た
時
間
）
の
圧
力
の
降
下
が
二
パ
ー
セ
ン

ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四

微
減
圧
法

地
下
埋
設
配
管
を
二
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
十
キ

四

微
減
圧
法

ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
範
囲
で
減
圧
し
、
減
圧
終
了
後
三
十
分
間

イ

点
検
範
囲

点
検
に
よ
り
減
圧
さ
れ
て
い
る
部
分
（
点

以
上
の
測
定
に
お
い
て
、
圧
力
上
昇
値
が
、
減
圧
値
及
び
危
険

検
時
に
お
い
て
液
相
部
と
な
つ
て
い
る
部
分
及
び
地
下
水

物
の
蒸
気
圧
に
応
じ
て
次
の
表
に
定
め
る
範
囲
内
で
あ
る
こ
と

位
よ
り
下
部
と
な
つ
て
い
る
部
分
を
除
く
。
）

。

ロ

実
施
方
法

地
下
埋
設
配
管
の
気
相
部
を
二
キ
ロ
パ
ス

カ
ル
以
上
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
範
囲
で
減
圧
し
、
減

圧
終
了
後
十
五
分
間
静
置
し
た
後
、
十
五
分
間
（
容
量
十

圧
力
上
昇
値

(

単
位)

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
地
下
埋
設
配
管
に
あ
つ
て
は
、

?

当
該
容
量
を
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
で
除
し
た
値
を
十
五
分
間

?
?

?

に
乗
じ
た
時
間
）
の
圧
力
の
上
昇
が
二
パ
ー
セ
ン
ト
（
常

減
圧
値

二

減
圧
値

四

減
圧
値

十



温
で
蒸
気
圧
の
高
い
危
険
物
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

Ｐ

○
・
○
四
未
満

Ｐ

・
○
八
未
満

Ｐ

・
二
○
未
満

蒸
気
圧
に
応
じ
て
補
正
を
加
え
た
値
）
以
下
で
あ
る
こ
と

：
：

○
：

○

。

○
・
四
以
上

Ｐ

・
○
四
以
上

Ｐ

・
○
八
以
上

Ｐ

・
二
○
以
上

：
○

：
○

：
○

危
険
物
の
蒸
気

五
十
三
未
満

○
・
○
八
以
下

○
・
一
六
以
下

○
・
四
○
以
下

圧
（
単
位

か
つ

か
つ

か
つ

?

）

Ｔ

・
○
二
以
下

Ｔ

・
○
四
以
下

Ｔ

・
一
○
以
下

：
○

：
○

：
○

○
・
四
未
満

Ｐ

・
○
四
以
下

Ｐ

・
○
八
以
下

Ｐ

・
二
○
以
下

：
○

：
○

：
○

備

考
一

Ｐ
は
、
減
圧
終
了
後
十
分
後
と
三
十
分
後
の
圧
力
上
昇
値

二

Ｔ
は
、
減
圧
終
了
後
三
十
分
後
と
四
十
分
後
の
圧
力
上
昇

値

五

そ
の
他
の
方
法

イ

点
検
範
囲

当
該
方
法
に
よ
り
必
要
な
精
度
を
確
保
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
範
囲

ロ

実
施
方
法

直
径
〇
・
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
開
口

部
又
は
当
該
開
口
部
か
ら
の
危
険
物
の
漏
れ
を
検
知
す
る

こ
と
が
で
き
る
精
度
で
点
検
を
行
い
、
異
常
が
な
い
こ
と

。

２

規
則
第
六
十
二
条
の
五
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
危
険
物
の

微
少
な
漏
れ
を
検
知
し
そ
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の
告
示

で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

直
径
〇
・
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
開
口
部
か
ら
の
危
険

物
の
漏
れ
を
検
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
に
よ
り
常
時
監

視
し
て
い
る
こ
と
。

二

さ
や
管
そ
の
他
漏
れ
た
危
険
物
の
流
出
を
防
止
す
る
た
め



の
区
画
が
地
下
埋
設
配
管
の
周
囲
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

。

３

規
則
第
六
十
二
条
の
五
の
三
第
二
項
の
危
険
物
の
漏
れ
を
覚

知
し
そ
の
漏
え
い
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
の
告
示
で
定
め
る
措

置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

危
険
物
の
漏
れ
を
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
確
認
す
る
こ
と
。

イ

次
号
に
掲
げ
る
区
画
内
に
設
け
ら
れ
た
漏
え
い
検
査
管

に
よ
り
、
一
週
間
に
一
回
以
上
危
険
物
の
漏
れ
を
確
認
し

て
い
る
こ
と
。

ロ

危
険
物
の
貯
蔵
又
は
取
扱
い
数
量
の
百
分
の
一
以
上
の

精
度
で
在
庫
管
理
を
行
い
、
一
週
間
に
一
回
以
上
危
険
物

の
漏
れ
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
。

二

さ
や
管
そ
の
他
漏
れ
た
危
険
物
の
流
出
を
防
止
す
る
た
め

の
区
画
が
地
下
埋
設
配
管
の
周
囲
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

。
た
だ
し
、
当
該
配
管
に
電
気
防
食
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
場
合
又
は
当
該
配
管
が
設
置
さ
れ
る
条
件
の
下
で
腐
食

す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。


